
第23期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

会社の体制及び方針に関する事項
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

株式会社コパ・コーポレーション

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上
の当社ウェブサイト（https://www.copa.co.jp/ir/stock/meeting.html)に掲載すること
により、株主の皆様に提供しております。

　



会社の体制及び方針に関する事項
【業務の適正を確保するための体制】
　 当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について
　取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、コンプライアンス体制の整備及びコンプライ
　 アンスの実践を図るため、コンプライアンス規程を定める。
（２）部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令
　 遵守体制の整備及び推進に努める。
（３）法令・定款の違反行為を予防・早期発見するため、当社の事業に従事する者からの内部通
　 報制度を設ける。
（４）役員及び使用人に対して、コンプライアンスに係る継続的な教育・研修を行う。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）文書等の保存に関する規程を定め、同規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を含む
　 文書等は経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。
（２）取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適
　 時閲覧可能な状態を維持する。
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）業務の遂行を阻害する各種のリスクについては、それぞれの主管部署及びリスク管理に関
　 する規程を定める。
（２）事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、
　 しかるべき予防措置をとる。
（３）リスクの管理に係る体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るため
　 の継続的な教育・研修を実施する。
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規
　 程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時
　 に開催する。
（２）中期経営計画を策定し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異
　 分析を通じて業績目標の達成を図る。
（３）経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの担

― 1 ―

　



　 当者を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。
５．監査役及びその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示
　 の実効性の確保に関する事項等
（１）監査役からその職務を補助すべき使用人を配置することを求められた場合は、監査役と協
　 議して配置することとする。
（２）監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務については監査役の指揮命令に従い、その
　 評価は監査役と協議して行う。
６．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
（１）監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、
　 内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。
（２）取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害
　 を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに当社の定める担当部署に報告する。
　 当該担当部署は、報告を受けた事項について速やかに当社の監査役に報告する。
（３）監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
　 禁止し、その旨を周知徹底する。
７．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役
　 会その他の重要な会議に出席できる。また、当社は、監査役から要求のあった文書等は、
　 随時提供する。
（２）監査役の職務の執行について生ずる費用及び債務については、原則、当社が負担するもの
　 とし、監査役の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、当社は請求に
　 従って支払いを行う。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
　 当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に
　基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

・主な会議の開催状況として、取締役会は16回開催され、取締役会の職務執行の適法性を
確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しな
い社外取締役がすべてに出席いたしました。その他、監査役会は14回、営業会議及び管
理会議は12回、リスク管理会議は12回開催いたしました。なお、会社法第370条及び当
社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回あり
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ました。
・監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締
役及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会及び三様監査を実施し、
情報交換等の連携を図っております。
・内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び内部統制監査を
実施いたしました。

【剰余金の配当等の決定に関する方針】
当社は、現在引き続き成長過程にあると認識しており、現時点においては事業の効率化と事
業拡大のための投資を積極的に行っていくことが株主に対する最大の利益還元につながると考
えており、今後の配当実施の可能性及び時期については未定であります。しかしながら、株主
の皆様に対する利益還元が経営の重要課題と位置づけており、将来的には、業績や財政状態、
事業の整備状況等を総合的に勘案しながら利益還元を行うことを検討していく方針でありま
す。
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株主資本等変動計算書
2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで

(単位：千円)
株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 12,000 － － 1,436,488 1,436,488 － 1,448,488 1,448,488

当期変動額

新株の発行 389,160 389,160 389,160 778,320 778,320

当期純利益 575,944 575,944 575,944 575,944

自己株式の取得 △252 △252 △252

当期変動額合計 389,160 389,160 389,160 575,944 575,944 △252 1,354,011 1,354,011

当期末残高 401,160 389,160 389,160 2,012,432 2,012,432 △252 2,802,499 2,802,499
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10～15年
車両運搬具 ２～６年
工具器具備品 ４～８年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
商標権 10年
ソフトウエア ５年

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
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（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。

③ 役員賞与引当金
　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上して
おります。

④ ポイント引当金
　顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、将来使用されると見込まれるポイント
に対して見積額を計上しております。

⑤ 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。
　退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす
る方法を用いた簡便法を適用しております。

（5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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２．会計上の見積りに関する注記
　繰延税金資産の回収可能性
　① 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 18,899千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認め
られる範囲を回収可能性があると判断し計上しております。具体的には、将来の一時差異解消スケジュ
ール、タックスプランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。こ
れらは主に事業計画を基礎として見積っておりますが、当事業計画に含まれる将来の収益及び費用は
「４．追加情報（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて）」に記載した一定の仮
定に基づき予測しており、不確実性を伴っております。そのため、実際の経済環境や損益の状況が一定
の仮定と大きく乖離した場合には、翌事業年度の繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を及ぼす可能
性があります。

３．表示方法の変更
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年3月31日）を当事業年度の年
度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

４．追加情報
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年４月７日に緊急事態宣言が発令され、当社においてはデ
モカウ及び一部取引先店舗の休業・営業時間短縮や各種イベントの中止等による影響が発生いたしました。
緊急事態宣言が全国的に解除された後も2021年１月８日に再発令されるなど、首都圏デモカウ及び一部取
引先店舗の休業・営業時間短縮や各種イベントの中止等による影響は当面継続するものと思われますが、当
社では、これらの影響が少なくとも2022年３月期末までは及ぶものと想定して繰延税金資産の回収可能性
等の会計上の見積りを実施しております。

５．貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 29,258千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度
期末株式数
（株）

普通株式 2,400,000 563,000 － 2,963,000

（変動事由の概要）
発行済株式数の増加は、新規上場に伴う新株発行による増加413,000株、新株予約権の行使による増加
150,000株であります。

（2）自己株式の数に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度
期末株式数
（株）

普通株式 － 45 － 45

（変動事由の概要）
自己株式数の増加は、単元未満株式買取請求による増加45株であります。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額
　該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
　該当事項はありません。

（4）当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数
該当事項はありません。
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 11,523千円
退職給付引当金 4,370 〃
貸倒引当金 64 〃
たな卸資産評価損 565 〃
減価償却超過額 130 〃
未払費用 1,693 〃
未払事業税 2,275 〃
資産除去債務 2,920 〃
繰延税金資産小計 23,542千円
評価性引当額 △2,920 〃
繰延税金資産合計 20,621千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △1,722千円
繰延税金負債合計 △1,722千円
繰延税金資産純額 18,899千円
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８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　当社は資金計画に基づき必要な資金は銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い
金融資産で運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、ほとんど１カ月以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金として
調達しております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、社内規程に従い、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財
務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、営業債務や借入金について、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作
成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（1）現金及び預金 1,617,756 1,617,756 －

（2）電子記録債権 13,119

（3）売掛金 485,453

（4）未収入金 1,243

貸倒引当金 ※ △754

499,062 499,062 －

資産計 2,116,818 2,116,818 －

（1）買掛金 265,874 265,874 －

（2）未払金 45,088 45,088 －

（3）未払法人税等 193,586 193,586 －

（4）未払消費税等 23,273 23,273 －

（5）預り金 5,637 5,637 －

（6）リース債務 390 388 △2

（7）長期未払金 487 474 △13

負債計 534,338 534,323 △15

※ 電子記録債権、売掛金及び未収入金に対する貸倒引当金を控除しております。

（注） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）電子記録債権、（3）売掛金及び（4）未収入金
　これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

負 債
（1）買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等、（4）未払消費税等及び（5）預り金
　これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
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（6）リース債務及び（7）長期未払金
　これらの時価については、元利金の合計額を、同様のリース取引等を行った場合に想定される利率で割
り引いた現在価値により算定しております。

９．関連当事者との取引に関する注記
　該当事項はありません。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産 945円85銭
１株当たり当期純利益 207円65銭

11．その他の注記
　該当事項はありません。
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